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(57)【要約】
【課題】スネアループワイヤの先端延長部分で形成され
たロッド状電極を用いて、粘膜穿孔の恐れなく安全かつ
スピーディーにマーキング処理や高周波切開処置等を行
うことができる内視鏡用高周波スネアを提供すること。
【解決手段】ループ状に広がる曲がり癖が形成された導
電性のスネアループワイヤ２が電気絶縁性の可撓性シー
ス１の先端部分に配置されて、スネアループワイヤ２の
先端延長部分でロッド状電極４が形成され、可撓性シー
ス１の基端側からの操作によりスネアループワイヤ２が
可撓性シース１の先端内から突没するように構成された
内視鏡用高周波スネアにおいて、ロッド状電極４とスネ
アループワイヤ２との境界部にその外周部を電気絶縁す
る絶縁カラー５を取り付けた。
【選択図】　　　図１



(2) JP 2010-88697 A 2010.4.22

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ループ状に広がる曲がり癖が形成された導電性のスネアループワイヤが電気絶縁性の可
撓性シースの先端部分に配置されて、上記スネアループワイヤの先端延長部分でロッド状
電極が形成され、上記可撓性シースの基端側からの操作によりスネアループワイヤが上記
可撓性シースの先端内から突没するように構成された内視鏡用高周波スネアにおいて、
　上記ロッド状電極と上記スネアループワイヤとの境界部にその外周部を電気絶縁する絶
縁カラーを取り付けたことを特徴とする内視鏡用高周波スネア。
【請求項２】
　上記絶縁カラーが耐熱性を有する電気絶縁材で形成されている請求項１記載の内視鏡用
高周波スネア。
【請求項３】
　上記絶縁カラーが上記可撓管シースの先端内に弾力的に嵌まり込むように構成されてい
る請求項１又は２記載の内視鏡用高周波スネア。
【請求項４】
　上記スネアループワイヤが二本の導電性の弾性ワイヤで形成されて互いの間が電気絶縁
され、その二本のスネアループワイヤの先端が離間して上記絶縁カラーに固着されている
請求項１ないし３のいずれかの項に記載の内視鏡用高周波スネア。
【請求項５】
　上記スネアループワイヤが電気的につながった二本の導電性の弾性ワイヤで形成され、
その二本のスネアループワイヤの先端部分が互いに接触した状態に並んで上記絶縁カラー
に固着されている請求項１ないし３のいずれかの項に記載の内視鏡用高周波スネア。
【請求項６】
　上記ロッド状電極が、上記スネアループワイヤの先端を真っ直ぐ前方に延長して形成さ
れている請求項１ないし５のいずれかの項に記載の内視鏡用高周波スネア。
【請求項７】
　上記ロッド状電極が、上記スネアループワイヤの先端延長部分を略Ｌ字状に折り曲げて
形成されている請求項１ないし５のいずれかの項に記載の内視鏡用高周波スネア。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネルに通して使用される内視鏡用高周波スネア
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡用高周波スネアは一般に、ループ状に広がる曲がり癖が形成された導電性のスネ
アループワイヤが電気絶縁性の可撓性シースの先端部分に配置されて、可撓性シースの基
端側からの操作によりスネアループワイヤが可撓性シースの先端内から突没するように構
成されている。
【０００３】
　そして、そのような内視鏡用高周波スネアで粘膜切除処置を行うにあたり、切除範囲の
外縁に沿ってドット状の火傷スポットを作るマーキング処理や、マーキングに沿って粘膜
を高周波切開する処置等をスピーディーに行うことができるよう、ロッド状電極をスネア
ループワイヤの先端延長部分で形成したものがある（例えば、特許文献１、２）。
【特許文献１】特開２００５－８０９５３
【特許文献２】特開２００５－１２４６９７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、スネアループワイヤの先端を延長した部分をそのままロッド状電極として用い
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ると、ロッド状電極からそのままスネアループワイヤ部分に移行するので、マーキング処
理や高周波切開処置等の際に、スネアループワイヤの先端部分でも粘膜を焼灼してしまっ
て、ロッド状電極が深く粘膜に入り込んで穿孔させてしまう恐れがあった。
【０００５】
　本発明は、スネアループワイヤの先端延長部分で形成されたロッド状電極を用いて、粘
膜穿孔の恐れなく安全かつスピーディーにマーキング処理や高周波切開処置等を行うこと
ができる内視鏡用高周波スネアを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するため、本発明の内視鏡用高周波スネアは、ループ状に広がる曲が
り癖が形成された導電性のスネアループワイヤが電気絶縁性の可撓性シースの先端部分に
配置されて、スネアループワイヤの先端延長部分でロッド状電極が形成され、可撓性シー
スの基端側からの操作によりスネアループワイヤが可撓性シースの先端内から突没するよ
うに構成された内視鏡用高周波スネアにおいて、ロッド状電極とスネアループワイヤとの
境界部にその外周部を電気絶縁する絶縁カラーを取り付けたものである。
【０００７】
　なお、絶縁カラーが耐熱性を有する電気絶縁材で形成されていてもよく、絶縁カラーが
可撓管シースの先端内に弾力的に嵌まり込むように構成されていてもよい。
　また、スネアループワイヤが二本の導電性の弾性ワイヤで形成されて互いの間が電気絶
縁され、その二本のスネアループワイヤの先端が離間して絶縁カラーに固着されていても
よい。
【０００８】
　或いは、スネアループワイヤが電気的につながった二本の導電性の弾性ワイヤで形成さ
れ、その二本のスネアループワイヤの先端部分が互いに接触した状態に並んで絶縁カラー
に固着されていてもよい。
【０００９】
　また、ロッド状電極が、スネアループワイヤの先端を真っ直ぐ前方に延長して形成され
ていてもよく、或いはスネアループワイヤの先端延長部分を略Ｌ字状に折り曲げて形成さ
れていてもよい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ロッド状電極とスネアループワイヤとの境界部にその外周部を電気絶
縁するように絶縁カラーを取り付けたことにより、高周波電流による焼灼が行われる際に
、ロッド状電極部分での焼灼のみで止めることができるので、スネアループワイヤの先端
延長部分で形成されたロッド状電極を用いて、粘膜穿孔の恐れなく安全かつスピーディー
にマーキング処理や高周波切開処置等を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　ループ状に広がる曲がり癖が形成された導電性のスネアループワイヤが電気絶縁性の可
撓性シースの先端部分に配置されて、スネアループワイヤの先端延長部分でロッド状電極
が形成され、可撓性シースの基端側からの操作によりスネアループワイヤが可撓性シース
の先端内から突没するように構成された内視鏡用高周波スネアにおいて、ロッド状電極と
スネアループワイヤとの境界部にその外周部を電気絶縁する絶縁カラーを取り付ける。
【実施例】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
　図１は、本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分を示しており、１は
、図示されていない内視鏡の処置具挿通チャンネルに挿脱される可撓性シースである。
【００１３】
　可撓性シース１は、例えば四フッ化エチレン樹脂チューブ等のような電気絶縁性のある
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可撓性チューブで形成されていて、その直径は２ｍｍ程度、長さは１．５～２ｍ程度であ
る。
【００１４】
　２は、全体としてループ状に広がる曲がり癖が形成された導電性の弾性ワイヤからなる
二本のスネアループワイヤであり、可撓性シース１の先端内に突没自在に配置されている
。各スネアループワイヤ２は、可撓性シース１内においては窄まった状態に弾性変形して
波打った形状になっているが、その形状の図示は省略されている。
【００１５】
　可撓性シース１内には、スネアループワイヤ２を可撓性シース１の先端から突没させる
ための操作ワイヤが、軸線方向に進退自在に全長にわたって挿通配置されている。ただし
、この実施例では各スネアループワイヤ２がそのまま後方に延長されて操作ワイヤになっ
ている。
【００１６】
　もちろん、スネアループワイヤ２と別部材で形成された操作ワイヤの先端にスネアルー
プワイヤ２の基端を連結してもよい。なお、可撓性シース１の基端には、操作ワイヤを進
退操作するための操作部（図示せず）が連結されている。
【００１７】
　この実施例の内視鏡用高周波スネアはいわゆるバイポーラ型のものであり、二本のスネ
アループワイヤ２の間が電気的に絶縁されていて、操作ワイヤを介して図示されていない
高周波電源に接続されるようになっている。
【００１８】
　そこで、可撓性シース１内においては二本の操作ワイヤのうちの少なくとも一方が電気
絶縁性の内挿チューブ３内に通されて、他方の操作ワイヤとの間の電気絶縁が確保されて
いる。なお、内挿チューブ３の基端は可撓性シース１と共に操作部に固定されている。
【００１９】
　４は、スネアループワイヤ２の先端延長部分で形成されたロッド状電極である。この実
施例においては、二本のスネアループワイヤ２の各々の先端が真っ直ぐ前方に平行に同じ
長さだけ延長されて、その部分がロッド状電極４になっている。
【００２０】
　各ロッド状電極４の最先端面は滑らかに丸められており、ロッド状電極４が複数の素線
を撚り合わせた撚り線で形成されている場合には、各ロッド状電極４の最先端部分におい
て素線どうしが固着されている。
【００２１】
　５は、スネアループワイヤ２とロッド状電極４との境界部にその外周部を電気絶縁する
ように取り付けられた絶縁カラーである。絶縁カラー５は、可撓性シース１内に入り込む
ことができる径の略円柱状に、例えばセラミックス又はエポキシ樹脂等のような耐熱性を
有する電気絶縁材で形成されている。
【００２２】
　この実施例においては、II－II断面を図示する図２にも示されるように、絶縁カラー５
に二つの貫通孔が離間して並列に形成され、その貫通孔内に二本のスネアループワイヤ２
の先端部分（即ち、ロッド状電極４の基端部分）が個別に通されて耐熱性の接着剤等でそ
こに固着されている。
【００２３】
　その結果、二本のスネアループワイヤ２の先端が離間して絶縁カラー５に固着された状
態になり、二本のロッド状電極４が絶縁カラー５の先端面から前方に真っ直ぐに突出した
状態になっている。
【００２４】
　絶縁カラー５の外周面の前後方向における中間部分には、前後両端部分より外径が小さ
な括れ部６が形成されている。そして、可撓性シース１の先端近傍部分には、括れ部６の
表面に弾力的に圧接される凹部７が可撓性シース１を１８０°対称の二方向から押しつぶ
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した状態に形成されている。
【００２５】
　その結果、括れ部６と凹部７とでいわゆるクリックが構成されて、図１に示されるよう
に、絶縁カラー５が可撓性シース１内に引き込まれると、括れ部６が可撓性シース１の先
端の凹部７の内側位置に弾力的に嵌まり込んで固定された状態になる。
【００２６】
　そして、可撓性シース１の先端から前方にロッド状電極４だけが突出した状態になるの
で、ロッド状電極４に高周波電流を通電することにより、ロッド状電極４に触れた粘膜を
焼灼して、マーキング処理や高周波切開処置を行うことができ、同様にして粘膜剥離処置
等も行うことができる。
【００２７】
　その際に、絶縁カラー５が可撓性シース１内に固定されていて、ロッド状電極４だけが
可撓性シース１の先端から突出していることにより、スネアループワイヤ２が粘膜に触れ
ないので粘膜に無用な火傷をさせるおそれがなく、絶縁カラー５が耐熱性を有しているこ
とにより、マーキング処理や高周波切開処置等の際に絶縁カラー５が溶解しない。
【００２８】
　そして、ロッド状電極４とスネアループワイヤ２との境界部に絶縁カラー５が設けられ
ていることにより、例え絶縁カラー５が可撓性シース１の先端から前方に飛び出した状態
で高周波焼灼を行っても、ロッド状電極４による粘膜焼灼が絶縁カラー５により一定深さ
に規制されるので、粘膜を穿孔させることなく安全にマーキング処理や高周波切開処置を
行うことができ、粘膜剥離処置等も、同様にして安全に行うことができる。
【００２９】
　可撓性シース１の基端側から操作ワイヤを介してスネアループワイヤ２が前方に押され
ると、図３に示されるように、その力で括れ部６と凹部７の係合が外れて、予め曲がり癖
が付与されているスネアループワイヤ２が可撓性シース１外において自己の弾性により曲
がり癖通りのループ形状になる。そこで、切除範囲を囲んだスネアループワイヤ２に高周
波電流を通電して粘膜切除を行うことができる。
【００３０】
　なお、本発明は上記実施例に限定されず多様な実施態様をとることができるものであり
、例えば図４に示される第２の実施例のように、ロッド状電極４として、二本のスネアル
ープワイヤ２の一方だけが絶縁カラー５の先端から前方に突出して、他方は絶縁カラー５
の先端面と同面に露出した構成をとってもよい。
【００３１】
　また、図５に示される第３の実施例のように、ロッド状電極４として、二本のスネアル
ープワイヤ２の一方だけが絶縁カラー５の先端から前方に突出して、他方は絶縁カラー５
の先端面に沿って小さく折り曲げられていてもよい。
【００３２】
　また、図６に示される第４の実施例のように、ロッド状電極４が、スネアループワイヤ
２の先端延長部分を略Ｌ字状に折り曲げて形成されていてもよい。第２～第４の実施例は
いずれもバイポーラ型の高周波スネアであり、ロッド状電極４の構成以外は第１の実施例
と同様である。
【００３３】
　図７に示される第５の実施例は、本発明をモノポーラ型の内視鏡用高周波スネアに適用
したものであり、スネアループワイヤ２が電気的につながった二本の導電性の弾性ワイヤ
で形成され、その二本のスネアループワイヤ２の先端部分が互いに接触した状態に並んで
絶縁カラー５に固着されている。
【００３４】
　ロッド状電極４は、スネアループワイヤ２の一本だけを絶縁カラー５から真っ直ぐに前
方に突出させて形成されている。図８に示される第６の実施例は、ロッド状電極４を略Ｌ
字状に形成したものである。
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【００３５】
　本発明は、このように多様な実施態様のいずれにおいても、マーキング処理や高周波切
開処置等の際に前述した第１の実施例と同様の高い安全性を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の側面断面図である。
【図２】本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波スネアの図１におけるII－II断面図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施例の内視鏡用高周波スネアにおいてスネアループワイヤが広
がった状態の側面断面図である。
【図４】本発明の第２の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の側面断面図である。
【図５】本発明の第３の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の側面断面図である。
【図６】本発明の第４の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の側面断面図である。
【図７】本発明の第５の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の側面断面図である。
【図８】本発明の第６の実施例の内視鏡用高周波スネアの先端部分の側面断面図である。
【符号の説明】
【００３７】
　１　可撓性シース
　２　スネアループワイヤ
　４　ロッド状電極
　５　絶縁カラー
　６　括れ部
　７　凹部
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